
令和６年度 箕輪町防災ハザードマップ更新業務委託 

仕様書 

 

１ 業務名 

令和６年度 箕輪町防災ハザードマップ更新業務委託 

 

２ 目的 

本業務は、本町における土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域などの危険区域を記した既

存の「箕輪町防災ハザードマップ」について、長野県が実施した浸水想定区域図の作成結果

等に基づき、更新のあった危険区域の追記や修正を行うとともに、国や県の動向及び最新の

知見を踏まえた改訂等を行うことを目的とする。 

また、昨今、大規模災害が全国各地で発生しており、本町においても令和３年８月豪雨災

害において被害を受けたことを鑑み、町民の危機意識の向上を図るため、見やすく分かりや

すいマップの作成に努め、町と町民が一体となった防災力の向上を目的とする。 

 

３ 委託期間 

契約締結の日から令和７年２月２８日まで 

 

４ 業務内容 

（１）業務の概要 

本業務の内容は、以下に記載のとおりとする。 

ア 計画準備 

イ 資料収集整理 

ウ ハザードマップの作成（デザイン校正及び編集） 

エ ハザードマップ原案データ（AI 形式、PDF 形式）の作成 

オ 打合せ協議 

 

（２）業務の詳細 

ア 計画準備 

本業務を実施するにあたり、全体的な業務計画の立案、業務に必要な資料及び機器の

準備等、後続業務に先立って行うべき予備的業務であり、受注者は、業務計画立案にあ

たり、一連の業務が円滑に実施されるよう業務手順・人員配置計画等について十分に考

慮すること。 

 

イ 資料収集整理 

本業務を進めるにあたって、本仕様書の「７ 関係法令等の遵守」を理解・整理した

うえで、記載内容を検討すること。また、必要な資料、画像等がある場合は、発注者と



協議のうえ、請求することができる。 

 

ウ ハザードマップの作成（デザイン校正及び編集） 

本業務におけるハザードマップのサイズ及び更新内容は、以下のとおりとする。 

（ア）印刷時サイズ Ａ１版（表面：ハザードマップ、裏面：防災情報等） 

（イ）更新内容 

   既存の「箕輪町防災ハザードマップ」に記載している浸水想定区域等の情報を基本

とし、以下の内容について更新及び追加等を行い、詳細は協議のうえ決定する。 

     ａ 表面（ハザードマップ） 

     （ａ）桑沢川、深沢川、帯無川の浸水想定区域の変更に伴うデータ差し替え 

上記の３河川の浸水想定区域図を差し替えたうえで、既存の天竜川の浸水想定区

域図と浸水想定区域が重なる図郭（メッシュ）は、浸水想定深が深い方の河川の浸

水想定データを抽出し、地図上で既存の凡例に合わせた色付けを行う。 

     （ｂ）天竜川の家屋倒壊等氾濫想定区域データの反映 

既存のハザードマップに新たに「家屋倒壊等氾濫想定区域データ」を反映させ、

地図上に追加する。 

     （ｃ）その他 

      指定避難所の追加、地図上の地点の追加・変更等 

 

     ｂ 裏面（防災情報等） 

       文章の追記・変更等 

 

エ 打合せ協議 

着手時、中間時２回、成果品納品時に、それぞれ打合せ協議を行うものとする。 

また、発注者又は受注者が必要と判断した場合には、適宜協議を行うものとする。 

なお、打合せ内容については、受注者が打合せ協議記録簿を作成し発注者に提出する

ものとする。 

 

５ 成果品 

本業務における成果品は以下のとおりとする。 

（１）箕輪町防災ハザードマップ原案データ（AI 形式）  １式 

（２）ホームページ等掲載用電子データ（PDF 形式）    １式 

 

６ 貸与資料 

本業務について、必要と認める資料は発注者から受注者に貸与するものとする。 

受注者は、貸与された資料の管理を徹底し、破損汚損亡失が無いよう取り扱いには十分注

意するとともに、本業務終了後は速やかに返却するものとする。 

 



７ 関係法令等の遵守 

本業務の実施に当たっては、本仕様書のほか、次に掲げる関係法令等を遵守し実施するも

のとする。 

 （１）災害対策基本法 

（２）水防法 

（３）土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂災害防止法） 

 （４）土砂災害ハザードマップ作成ガイドライン 令和 2年 10 月、国土交通省 

 （５）水害ハザードマップ作成の手引き 令和 5年 5月、国土交通省 

 （６）水害ハザードマップ作成チェックシート 令和 5年 9月、国土交通省 

 （７）避難情報に関するガイドライン 令和 3年 5 月、内閣府防災 

 （８）箕輪町地域防災計画（令和６年３月改定） 

 （９）技術基準等その他関係法令 

 

８ 守秘義務 

本業務の実施にあたり知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。 

 

９ その他 

本仕様書に定めのない事項については、町と受託者の協議により、これを定めるものとす

る。 

 

 

以 上  


